
第Ⅰ章 防疫対応の概要
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第１ 防疫対応の概要

１ リスクレベルの区分

レベルⅠ 近隣諸国・地域 家きんでの発生又は野鳥での感染確認

レベルⅡ 国内（九州以外）の家きんでの発生又は野鳥での感染確認

レベルⅢ 国内（九州）の家きんでの発生又は野鳥での感染確認

レベルⅣ 本県家きんでの発生（隣県での発生で本県の一部が制限区域に入

る場合を含む）又は野鳥での感染確認（隣県での確認で本県の一

部が野鳥監視区域に入る場合を含む）

韓国において、家きんで高病原性鳥インフルエンザ（以下、HPAI）又は低病

原性鳥インフルエンザ（以下、LPAI）が発生した場合、又は野鳥で HPAI ウ

イルスの感染が確認された場合。

九州以外の国内において、家きんで HPAI 又は LPAI が発生した場合、又は

野鳥で HPAI 又は LPAI ウイルスの感染が確認された場合。

九州内において、家きんで HPAI 又は LPAI が発生した場合、又は野鳥で

HPAI 又は LPAI ウイルスの感染が確認された場合。

本県において、家きんで HPAI 又は LPAI が発生した場合、又は野鳥で HPAI

又は LPAI ウイルスの感染が確認された場合。隣県で家きんに発生又は野鳥

で感染が確認され、本県の一部が制限区域又は野鳥の監視区域に入る場合を

含む。
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３ 鳥インフルエンザの防疫措置の流れ

家畜保健衛生所
の立入

簡易検査陽性

遺伝子検査陽性

防疫措置

異常通報 9：00

〇死亡羽数の増加

〇特定症状

〇「疑い通報」の情報共有
沈 鬱 チアノーゼ

〇発生状況調査

〇簡易検査

12：30

〇プレスリリース

〇県総合対策本部会議、現地総合対策本部会議

〇中央家保遺伝子検査開始

５：30

〇農林水産省動物衛生課と協

議

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～疑似患畜決定

動物衛生研究部門へ検査依頼

患畜決定

◆N 亜型検査

◆病原性検査

防疫措置終了（移動制限区域（3km）解除）

■農場の消毒実施

〇プレスリリース

発生農場の防疫（72 時間）

■発生農場周辺の通行遮断

■24 時間以内に殺処分

■72 時間以内に埋却 t
発生状況検査

清浄性確認検査

防疫措置完了
21日経過

防疫措置完了
10日経過

発生後
24時間以内

制限区域の防疫（防疫措置後 21 日）

制限区域内消毒 P 設置

：移動制限区域

（HPAI：3km）

（LPAI：1km）

：搬出制限区域

（HPAI：10km）

（LPAI：5km）

〇清浄性確認検査で陰性確認

⇒搬出制限区域解除
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４　鳥インフルエンザ管内発生時の対応手順（タイムフロー）
（経過日数及び対応内容については、飼養規模70,000羽、殺処分1日とした場合の目安である。）

（県北振興局管理部） （県北振興局農林部　県北家畜保健衛生所・吉井庁舎）

9:00 異常通報

異常家きん発生通報受理（指針別記様式３による聞き取
り）、農場に家畜防疫員を派遣

〇家保からの報告受理内容を現地総合対
策本部構成員（農林部・保健部を除く各
部長・主管課、農業団体）と管理部内に
報告。

（家保）
　通報内容を本庁防疫対策班・局長・次長・管理部長・保健
部長・農林部長・総務課・企画調整課・農業企画課・発生地
域管轄保健所・肉改C・当該市町を含む全市町・農場所属団
体・建設業協会支部（以下、本庁防疫対策班及び現地関係
者）に報告

（吉井庁舎）家保からの報告受理→農林部内に報告

〇家保からの報告受理
↓
〇現地健康危機管理対策本部構成員（当
該市町）に報告。

10:00 農場立入検査開始 （家保）農場に立入、臨床検査・簡易検査・疫学調査を実施

【準備作業】
〇家保から初動防疫報告票を入手後、動
員者割り振り作業開始（総務課）

【準備作業】
〇初動防疫報告票の作成・報告（～12:30）（家保）
　①農家情報
　②制限区域・周辺施設情報
　③防疫作業必要人員数算定
　④防疫資材必要数の算定
　⑤消毒ポイント情報（管理者に確認）
　⑥埋却地情報
〇先遣隊要員の選定準備（土地改良課）

【準備作業】
〇健康危機管理対策必要人員の算出
〇医療資材の算定
〇先遣隊要員の選定準備

12:30 簡易検査結果判明

各対策本部設置

初動防疫準備開始

〇家保からの検査報告を現地総合対策本
部構成員（農林部・保健部を除く各部
長・主管課、農業団体）と管理部内に報
告。

〇現地防疫対策本部設置（吉井庁舎）
〇相談窓口の設置
（家保）
○簡易検査結果（県マ様式３による報告）を本庁防疫対策班
及び現地関係者に報告
○当該市に後方支援センターの確保を依頼（農場拠点が市町
管轄である場合は併せて確保依頼）
○土地改良課、建設業協会、保健所に先遣隊動員を依頼
○制限予定区域内農場への移動自粛要請

（土地改良課）先遣隊動員者の報告

〇家保からの報告受理
↓
〇現地健康危機管理対策本部設置
・相談窓口の設置
・構成員（当該市町）に報告。

〇先遣隊動員者の報告

検体搬送

緊急防疫作業

○中央家保へ検体搬送
　公用車搬送(約２時間)（吉井庁舎依頼）

○農場における緊急防疫対応（吉井庁舎緊急派遣依頼）
①農場への立入規制
②消毒器具の設置（～13:30）
③農場の緊急消毒（消石灰散布）

〇農場周辺の通行自粛・遮断に係る警察への連絡・協議

【簡易検査後の準備作業】
①初動健康調査等の準備
②医療資材のリスト及び動員一覧表の作
成
③医療政策課へ動員要請
④第２種感染症指定医療機関への連絡

13:00 初動防疫の準備
（先遣隊の派遣）

○管内動員者動員要請（局内、市町）

○本庁に防疫作業従事者動員要請（～
14:00）

○先遣隊による現地調査（家保・土地改良課）
〇評価人依頼（発生市町、農協）

○先遣隊による現地調査

〇移動用バスの確保要請（後方支援セン
ター⇔農場拠点）
〇レンタカーの確保陽性（振興局⇔後方
支援センター、サポート班）
〇レンタカー運転士の動員要請

○防疫作業計画の策定（家保）
○制限区域詳細情報の報告（家保）
○消毒ポイントの選定・許可（選定は家保、道路占使有許可
申請書作成及び設置は吉井庁舎、申請書受理は建設部）
○支援センター・防疫拠点・埋却地の決定（家保）
○資材確保、資材搬送用トラック確保（吉井庁舎）
○初動防疫報告票による本庁防疫対策班等への報告（家保）
○準備状況のチェック（各課）

15:30 県総合対策本部会議

16:00 PCR検査開始 中央家保に検体到着(検査時間約９時間)

初動防疫の準備 ○現地対策本部会議資料作成
○移動用バスの確保

○現地対策本部会議資料作成（家保）

〇先遣隊調査終了16:00（家保及び本庁防疫対策班に報告）

①健康調査会場の運営
②救護所の運営に係る支援

16:30

現地総合対策本部会議

現地総合対策本部

簡易検査陽性

現地総合対策本部会議

1

日

異常通報

時間 現地防疫対策本部 現地健康危機管理対策本部
（発生地域管轄の保健所）

事　　項

長崎県鳥インフルエンザ総合対策本部会議（第１回）
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警察 建設業協会

〇家保からの報告受理 〇家保からの報告受理（防疫対策班）
〇知事・副知事へ報告（防疫対策班）
〇農水省へ報告（防疫対策班）
〇食品安全・消費安全対策課、感染症対
策室、危機管理課、農林部各課・室、全
振興局へ連絡（総務動員者確保班）
〇農林部防疫対策本部会議の開催（第１
回）

〇家保からの報告受理 〇家保からの報告受理（建
設業協会）

【準備作業】
〇先遣隊要員の選出準備（発生市町）

【準備作業】
〇先遣隊要員の選出準備

〇家保からの報告
↓
〇現地総合対策本部設置
〇現地食品安全・安心対策本部の設置
・相談窓口の設置

〇家保からの報告（防疫対策班）
↓
〇県防疫対策本部設置

〇家保・保健所からの報告受理
↓
〇発生市町対策本部設置
・情報収集、作業準備
・先遣隊動員者の報告
・後方支援センターの確保
・消毒ポイント確認（市町管轄分）
・農場拠点の確保（市町管轄分）
・住民説明会会場の確保

〇管理部からの報告受理 〇家保からの報告受理

〇先遣隊動員者の報告

○現地総合対策本部会議準備（案内、出
席確認等）

〇管理部からの動員要請受理
（～14:00動員確保班）

農場周辺の通行自粛・遮断
に係る協議（必要に応じ）

〇簡易検査陽性プレスリリース
（防疫対策班13:00～）

〇現地からの動員要請を受理（～14:00
動員者確保班）

○先遣隊による現地調査 ○先遣隊による現地調査

〇他振興局へ防疫作業者動員要請（～
14:30動員確保班）

〇動員者移動用バスの運行要請（～
14:30動員者確保班

○サポート、消毒ポイント等動員者一覧
表の作成・報告

○消毒ポイントの許可（市町道）

〇道路使用許可 〇重機の確保、埋却業者の
選定

〇埋却作業員名簿の提出

長崎県鳥インフルエンザ総合対策本部会議（第１回）

現地総合対策本部会議

簡易検査陽性

異常家きん発生通報（家きん飼育者・獣医師等から）

異常通報

関係機関・団体

現地食品安全･安心対策本部
（県北振興局管理部）

本庁
（県対策本部）

市　　町
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４　鳥インフルエンザ管内発生時の対応手順（タイムフロー）

（県北振興局管理部） （県北振興局農林部　県北家畜保健衛生所・吉井庁舎）

16:30 ○防疫作業従事者移動用バス（後方支援
センター⇔農場拠点）の確保完了（総務
課）（～17:00）
〇サポート班移動用レンタカー（振興局
⇔後方支援センター）の確保

〇現地防疫作業準備（家保・吉井庁舎・土地改良課）
・防疫資材、機材の確保
・建設業協会に重機手配依頼（16:00～）

健康調査会場、救護所、防護服着脱場所
の設置と資材搬入
（～17:30）

○本庁・他振興局の動員名簿受理（～
17:00総務動員者確保班）

○動員者班編成開始
（総務動員者確保班17:00～）

○動員者班編成完了、本庁に名簿提出、
動員者に集合場所、時間を周知（総務動
員者確保班～18:00）

19:00 〇事前準備班集合（後方支援センター）
〇住民説明会（1時間程度）

〇住民説明会（1時間程度）

19:30 県備蓄資材現地到着 〇県備蓄資材積み下ろし（後方支援センター）（～21:00）
〇備蓄資材仕分け（～22:00）
〇各作業場所（発生農場、農場拠点、埋却地拠点、消毒P）
へ資材を搬送

〇後方支援センターの設営
〇農場拠点、埋却地拠点の設営
〇消毒ポイントの設営
〇発生農場への資材搬入
完了（～2:00）

5:00 遺伝子検査結果判明

サポート班集合 〇サポート班集合 〇健康診断、着脱サポート班集合
〇健康診断場所の設営（後方支援セン
ター）
〇着脱サポート場所の設営（農場拠点）

6:00 防疫作業従事者後方支援セ
ンター到着

〇後方支援センターサポート業務開始
〇消毒ポイント動員者集合

〇後方支援センターサポート業務開始

7:00 防疫作業受持者農場拠点移
動

〇農場拠点（埋却地拠点）サポート業務開始 〇農場拠点（埋却地拠点）サポート業務
開始

8:00 疑似患畜決定

家保からの報告受理 ○家きん等の評価開始（家保）
○遺伝子検査結果を現地関係者に報告

〇家保からの報告受理

防疫作業開始 〇殺処分（～24時間）、埋却（～72時間）開始
〇消毒ポイント作業開始

発生確認検査
例外協議

（家保）
○制限区域内の家きん飼養者への周知
（①発生概要②制限区域内であること③今後の
　防疫措置④制限内容⑤消毒設備の設置と出入
　車両・機材・人の消毒徹底⑥観察・通報徹底）

○発生状況確認検査（0～3km内飼養者）24時間以内
○移動制限の例外協議（0～10km内飼養者、施設）
　　　　　　　　　　　移動制限解除まで随時

※防疫作業の進捗状況を県本部防疫対策班へ随時報告

（農場）
防疫作業従事者への感染防止対策
①感染防御
②作業中の注意点
③作業従事後の健康観察
④有症状時の対応
⑤防護服の着脱指導、介助

（健康調査会場）
①作業終了防疫作業者の健康調査
②必要な防疫作業者へのタミフル投与及
び服薬指導
③10日間の健康調査の実施及び有症状
時の対応について

※農場防疫作業終了まで実施

〇防疫作業の進捗状況を県本部防疫対策班へ随時報告

9:30

県総合対策本部会議

〇防疫作業の進捗状況を県本部防疫対策班へ随時報告

事　　項

現地総合対策本部

現地健康危機管理対策本部
（発生地域管轄の保健所）

長崎県鳥インフルエンザ総合対策本部会議（第２回）

　　　　　　　　　　　　　　　　PCR検査陽性

現地防疫対策本部

　　　　　　　　　　　　　　　　防疫作業開始

1

2

日 時間
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警察 建設業協会

現地への移動用バス確保完了（～
16:30）
本庁農林部・他振興局の動員名簿作成
（～16:30動員者確保班、他局動員担当
課）

先遣隊報告票に基づく重機
の再確保（15:00～）

現地へ農林部・他振興局の動員名簿提出
（～16:00本庁動員者確保班）

重機搬送開始

県備蓄資材トラック県央を出発（17:00
～）

○現地から動員者名簿受理（動員者確保
班～18:00）

〇住民説明会会場の準備（～18:30）

〇住民説明会（1時間程度）

市町サポート班集合（各作業場所） 発生市町サポート班集合（各作業場所）

〇後方支援センターサポート業務開始

〇農場拠点サポート業務開始 〇重機配備完了（～
7:30）
〇後方支援センターでの健
康診断

〇家保からの報告受理 （防疫対策班）
〇現地に簡易検査結果報告
〇現地に防疫措置を指示

〇家保からの報告受理
（発生市町）評価員の派遣
〇家きんの評価

〇家保からの報告受理

（該当市町）
〇農場周辺通行遮断開始
〇消毒ポイント作業開始
〇農場拠点サポート開始

〇消毒ポイント・通行遮断
作業への協力

リスクコミュニケーションの実施
　原則、本庁対応
・必要に応じてポスター配布等
対象：食料品店、食品加工業、宿泊施
設、食堂など）

〇埋却作業の実施（～72
時間）

〇現地防疫作業進捗報告を随時受理
〇必要に応じてプレスリリース

〇現地防疫作業進捗報告を随時受理
〇必要に応じてプレスリリース

市　　町

長崎県鳥インフルエンザ総合対策本部会議（第２回）

関係機関・団体

現地食品安全･安心対策本部
（県北振興局管理部）

　　　　　　　　　　　防疫作業開始

　　　　　　　　　　　PCR検査陽性

本庁
（県対策本部）
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４　鳥インフルエンザ管内発生時の対応手順（タイムフロー）

（県北振興局管理部） （県北振興局農林部　県北家畜保健衛生所・吉井庁舎）

8:00 殺処分終了 〇殺処分終了、農場消毒開始、埋却継続

農場清掃・消毒・埋却作業 〇防疫作業の進捗状況を県本部防疫対策班へ随時報告

4

農場清掃・消毒・埋却作業 〇防疫作業の進捗状況を県本部防疫対策班へ随時報告

8:00

防疫措置完了

〇防疫拠点サポート終了
〇後方支援センターサポート終了

〇埋却、汚染物品処分、消毒終了
〇農場周辺の通行遮断解除

〇防疫作業従事者、農場従業者及び周辺
住民に対する健康相談・心のケア

発生状況確認検査結果判明 〇発生状況確認検査結果判明
  本庁防疫対策班への報告

〇防疫作業者の健康観察
〇養鶏場従業者、防疫作業従事者・周辺
住民に対する健康相談・心のケア

【LPAI】搬出制限区域解
除）

【LPAI】農水省との協議の結果、搬出制限区域を解除

８
～
11

〇防疫作業の進捗状況を本庁防疫対策班へ随時報告

12

〇家きん舎の消毒

13
～
15

16
清浄性確認検査 〇清浄性確認検査開始

17
～
19

清浄性確認検査結果判明 〇清浄性確認検査結果判明
  本庁防疫対策班への報告

【HPAI】搬出制限区域解
除）

21
～
26

移送制限区域解除

県総合対策本部会議

現地総合対策本部会議

日 時間 事　　項

現地総合対策本部

現地防疫対策本部 現地健康危機管理対策本部
（発生地域管轄の保健所）

3

5

20

長崎県鳥インフルエンザ総合対策本部会議（第３回）

防疫措置終了

移動制限措置解除

27

6
～
7

現地総合対策本部会議
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警察 建設業協会

〇プレスリリース（殺処分終了）

〇現地防疫作業進捗報告を随時受理
〇必要に応じてプレスリリース

〇現地防疫作業進捗報告を随時受理
〇必要に応じてプレスリリース

〇現地作業応援終了（本庁、他局） 〇防疫拠点サポート終了
〇後方支援センターサポート終了
〇通行遮断作業終了

〇通行遮断協力終了 〇埋却作業終了

〇プレスリリース（防疫措置終了）

〇発生状況確認検査結果受理 〇周辺住民の健康相談・心のケア

〇【LPAI】農水省との協議の結果、搬
出制限区域を解除

〇清浄性確認検査結果受理

〇【HPAI】農水省との協議の結果、搬
出制限区域を解除

本庁
（県対策本部）

市　　町

関係機関・団体

現地食品安全･安心対策本部
（県北振興局管理部）

移動制限措置解除

長崎県鳥インフルエンザ総合対策本部会議（第３回）

防疫措置終了

現地総合対策本部会議

（建設業協会・造園建設業
協会）
〇消毒ポイント作業の受託
（消毒業協会・造園建設業
協会）　※委託手続き完了
次第作業開始


